
 
正当な理由による授業欠席（公欠）の取扱いについて Q&A（学生用） 

 
Q：正当な理由による授業欠席の手続きは、何のための手続きですか。また、どんなメリットがあり

ますか。 
A：学生のみなさんには、開講される全ての授業に出席することが求められています。正当な理由に

よる授業欠席の手続きは、やむをえず、「正当な理由」で欠席することを申し出るために、設けられ

た制度です。正当な理由による授業欠席として認められた場合でも、「出席」として取扱うわけでは

ありませんので御注意ください。授業欠席にあたり、学習支援等やその他必要と思われる配慮を希望

する場合は、各自の判断で手続きをしてください。 
この手続きが認められた場合、次のような措置がとられます。 
１つ目は、授業担当教員からなんらかの学習支援（代替措置）が受けられます。例えば、インフル

エンザで期末試験の日に出席できなかった場合、授業担当教員の判断で追試験やレポートなどの代替

措置が課せられます。ただし、試験を欠席したことによる追試験の実施など、必ず代替措置が確保さ

れるわけではありません。 
２つ目は、欠席回数が多くなっても、成績評価を受けることができます。具体的には、以下の表の

取扱いとなります。 
 

 
※セメスター授業の場合、本来なら１５回中、６回欠席してしまうと 2/3 以上の出席回数を満

たさないため、成績評価されません。しかし、６回の欠席のうち、２回を正当な授業欠席とし

て認められた場合は、その時間数は開講時数に含めないため、１３回（15-2）の 2/3 以上（8.6
回）の出席で、成績評価をうけることができる、ということになります。 



 
Q：部活やサークルの大会で、授業に出席することができません。正当な理由による授業欠席になりま

すか。 
A：本学が大学として開催に関わる大会（中・四国国立大学連合演奏会、中・四国国立大学連合美術展

覧会、四国地区大学総合体育大会等）のみ、正当な理由による授業欠席となります。言い換えれば、上

記以外は、正当な理由による授業欠席に該当しません。疑問点は学生生活支援課へご相談ください。 
 
 
Q：体調不良で出席できません。正当な理由による授業欠席になりますか。 
A：正当な理由による授業欠席になりません。 
 
Q：事前に（授業欠席前に）授業担当教員へ欠席することが連絡できていませんでした。事後連絡（授

業欠席後の連絡）でも、正当な理由による授業欠席にしてもらえますか。 
A：授業担当教員が正当な理由による授業欠席を認めた場合、代替措置の準備、実施、その後の成績評

価など諸手続きが必要です。したがって、高熱で手続きができないほど体調が悪かったなど、事前に連

絡ができなかった理由がある場合は、授業担当教員へ直接連絡するとともに、速やかに授業欠席の手続

きをしてください。 
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